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新 潟 市 水 道 局 

業 務 部 財 務 課 

技 術 部 管 路 課 

 

 

工工事事請請負負契契約約ににおおけけるる「「単単品品ススラライイドド条条項項」」のの運運用用及及びび  

対対象象資資材材のの拡拡充充ににつついいてて  

  

  

  
 1, 運用基準 

    

 ○ 平成２０年８月１２日付け，新潟市ホームページ「工事請負契約約款第２６条第５項の運用マ

ニュアル（初版）について」を準用します。 

 

2, 拡充内容 

 

○ ｢鋼材類｣にダクタイル鋳鉄管類及びその他を含むこととします。また,｢鋼材類｣「燃料油」の 2

品目以外の主要工事材料についても,価格の著しい上昇が認められる場合は,適用できるものと

します。 

 

◆ 拡充適用開始日 

   平成 20 年 9 月 10 日 

 

拡充資材において,工期の末日がこの適用開始日以降で平成 20 年 12 月 31 日以前である工事に

ついての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は,当該請求の際に残工事が 2 月未

満であっても,工期満了前であって,かつ平成 20 年 10 月 31 日までの場合は,これを行なうことが

できるものとします。 

 

3, その他 

 

○ 運用基準及びマニュアルは暫定的なものであり，今後追加・修正等が行なわれることがありま

す。追加・修正等を行なった場合は新潟市ホームページ・新潟市水道局ホームページにてお知ら

せします。 

 

 

 

 

問合せ先 

 新潟市水道局 業務部財務課 

技術部管路課 

     Tel 025-266-9311(代表) 


